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年々、生徒数減少とともに、各市町村の小中学校の統廃合が行われ、義務教育学校・小中一貫校を導入す
るなど教育環境整備が進んでいるが、学級数による教員配置の影響を受ける教科として、中学校技術・家庭
科がある。学習指導要領を改訂するたびに「技術・家庭科」は、教科名・授業形態・配当時間数・学習構成
など変更が行われてきた。1998（平成10）年12月の中学校学習指導要領の改訂において大幅な授業時数の
編成替えが行われたことは、担当教員の勤務状況を変えることにつながるものとなった。今回の改訂におい
ても授業時数は増加せず、技術・家庭科の担当教員配置状況は変わらないことが明らかとなった。
そこで、中学校家庭科における現状と課題を明らかにすることを本稿の目的としてアンケート調査と聞き
取り調査を行った。そのうえで、家庭科の免許外教員のための指導計画・指導案等を作成するため授業実践
をふり返り、免許外教員への教材を提案した。

キーワード：中学校、家庭科、免許外教員、教材

1．はじめに
家庭科の学習内容は、時代と共に変化する内容で
もあり、教材も出来るだけ生徒の実態に合わせた内
容からはじめることが望ましい教科である。「何を
学ぶか」「何ができるようになるか」が生活の中に
実践力となりあらわれる教科である。そのため家庭
科の重要性は高いと考えている。家庭や地域社会に
おける身近な課題を取り上げて学習したり、知識と
技術を実際の生活で生かす場面を工夫したりするな
ど、生徒が学んだ知識と技術を生活に活用できるよ
うな指導が求められる。
学習指導要領を改訂するたびに「技術・家庭科」は、
教科名・授業形態・配当時間数・学習構成など変更
が行われ、そのたびに技術・家庭科を担当する教員
は生徒にどのようなことをどのように学ばせるかを
考えてきた。1998（平成10）年12月の中学校学習

指導要領の改訂において大幅な授業時数の編成替え
が行われたことは担当教員の勤務状況を変えること
につながるものとなった。特に中学校の「技術・家
庭科」は1977（昭和52）年に男女相互乗り入れと
なり1989（平成元）年から男女共修となった。こ
の改訂は「技術・家庭科」の教科そのものの考え方
を変えなければ教えることができない内容であっ
た。それまでが男女別の学習内容だったものを、男
女共通の学びへと換えることとなったからである。
「技術・家庭科」は、時間数の関係から教員配置
の課題を常に抱えている。学習内容と教科理念の違
う教科が1つの教科のように扱われている。
そこで、本稿では、中学校家庭科における担当教
員の現状と課題を明らかにし、免許外教員への教材
を提案することとした。

2．技術・家庭科担当割合
過去30年間の学校統計調査より、正規免許状に
よる技術・家庭科の担当者の割合を比較した（図1）。
1983（昭和58）年から2013（平成25）年の30年間
の正規免許状による技術・家庭科の担当者の割合が
80％に満たないことがわかる。これは家庭科担当教
員の2～ 3割以上の非常勤講師や免許外教員がいな
ければ授業ができない状態が30年間続いていたこ
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とを意味している。
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図1 正規免許状による技術・家庭科担当割合1）

3．中学校家庭科教員の実態
（1）中学校家庭科教員の担当実態
現在の中学校では技術・家庭科の家庭分野の担当
者は、免許状をもった正規教員・非常勤講師・免許
外教科教授担任制の配置からなる家庭科担当教員
（以下、免許外教員とする）の免許外の担当者での
配置がある。家庭科の時間数の関係から教員配置の
課題を抱えている。
日本家庭科教育学会が2009年から2012年に行っ
た「中学校家庭科教員全国実態調査報告」によると
全国の家庭科教員の配置は、正規家庭科教員は
61.7％、他教科が免許外教科教授担任制をしている
教員（免許外教員）20.2％、非常勤講師18.1％であっ
た。職種別内訳として、教諭、常勤講師、非常勤講
師の配置の状況を調査しているが、家庭科教員のう
ち教諭は平均76.7％で、最低の地区で55.3％、最高
が95.6％であった。なお、100％配置されていると
ころは見られなかった。
また、家庭科教員の家庭科免許状の有無について
も調査を行っている。家庭科担当者の中学校普通免
許状（家庭）あるいは臨時教員免許状（家庭）の保
有の有無は、家庭科で18.1％が免許なしで教育にあ
たっていることがわかっている。家庭科の担当者の
5人に1人は家庭科の免許を持っていないことにな
る。家庭科を専門外とする教員が、家庭科の授業を
している現実がある。
さらに、家庭科以外にも他教科の掛け持ちをして
いる教員は、51.8％と過半数を超えている。全国的
に家庭科教員は、専門教科と校務分掌だけでなく、
家庭科担当教員の2人に1人は他教科を掛け持ちし
ていることがわかった（図2）。

図2　技術・家庭科教員の掛け持ちの有無の割合2）

家庭科より割合は、やや少ないものの技術科担当
教員の3人に1人は他教科を掛け持ちしていること
もわかった。全国的に技術・家庭科教員は教科の時
間数が少ないことから、校務分掌に加えて他教科の
授業数が多く、掛け持ちすることで勤務させられて
いる現状がわかる。

（2）中学校家庭科教員の配置実態
①全国と栃木県の比較
栃木県の家庭科教員の配置は、正規家庭科教員は
54.1％、免許外教員が29.3％、非常勤講師16.6％で
あった。県内中学校の3割弱の学校には、家庭科教
員が配置されていない。
日本家庭科教育学会が「中学校家庭科教員全国実
態調査」を行った2013年（平成25年）時の栃木県
家庭科教員配置の割合と全国の家庭科担当者の正規
家庭科教員・非常勤講師・免許外教員の割合を比較
したものが図3である。全国と比較すると栃木県は
正規教員が7.6％、非常勤講師が3.6％も配置割合が
低く、11.2％も免許外教員の配置割合が高い。全国
よりも高い割合で、免許外教科教授担任制を利用し
他教科教員が家庭科を教えていることがわかる。非
常勤講師の配置をせず、専門としない教員が家庭科
を教えている。専門的な学習を学ぶべき教育を行う
中学校で、栃木県内では3割弱の中学校が家庭科の
専門的な学びが行われていない可能性がある。

②	2013年（平成25年）と2017年（平成29年）と
の比較

栃木県の家庭科教員の配置を2013年（平成25年）
と2017年（平成29年）との比較をしたものが図4
である。2017年は、正規家庭科教員配置割合が9.6％
高く63.7％になった。
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庭科教員・非常勤講師・免許外教員）（単位：％）
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図4　栃木県家庭科担当者割合（正規家庭科教員・
非常勤講師・免許外教員）2013年，2015年の比較

免許外教員が家庭科を教えている割合が6.4％低
くなり22.9％、非常勤講師も3.2％低く13.4％になっ
た。家庭科を専門とする教員の配置では、2013年
は70.7％だったが、2017年は77.1％となり、専門と
する教員の配置が少し改善したようには見えるがま
だまだ不十分である。

③	「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定
数の標準に関する法律」と家庭科

「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数
の標準に関する法律	第七条	副校長、教頭、主幹教
諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹
教諭を除く。）、指導教諭、教諭、助教諭及び講師（以
下「教頭及び教諭等」という。）の数は、次に定め
るところにより算定した数を合計した数とする。」
によるとされる。
中学校の教科担任制を全教科正規教員で配置可能
なのは9学級以上とされている。栃木県中学校の学
級数の割合は、9学級以上中学校が占める割合は、
2017年度は61.7％である（図5）。
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図5　栃木県中学校普通学級数の割合(2013年2017年)

全体の38.3％は8学級以下の中学校である。2013
年度と比較して、10学級以上の中学校は減少し、9
学級の中学校が2.3％増加している。
9学級以上であれば、技術・家庭科教員の配置が
ある可能性が見られるということを意味している。

図6　栃木県家庭科担当者割合（正規家庭科教員・
非常勤講師・免許外教員）8学級以下の家庭科教員
配置
8学級以下の中学校の家庭科教員の配置は、2017

（平成28）年度でみてみると、図6のように、正規
教員27.8％、非常勤講師11.4％で専門とする教師の
配置は39.2％で、免許外教員60.8％であった。
栃木県の2013年の9学級の中学校は17校であった。
この中学校17校中の技術・家庭科教員の配置状況は、
技術・家庭科の担当は15校配置されている。技術
科正規教員が13校配置され76.5％であるのに対し
て、家庭科正規教員6校で35.2％の配置であること
がわかる（表1）。
2017年の9学級の中学校数は20校であった。こ
の20校の中学校のうち、技術科正規担当教員数は
14名で70％であった。
表2を見ると、家庭科正規教員は20校中10名で
配当割合は50％だった。2017年には、1校に2名の
家庭科担当者の配置があった。配当時間数から家庭
科を2名で担当していることは考えにくいことから
他の校務についていることが推測される。
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表1　栃木県の9学級の技術・家庭科教員の配置状
況（2013年）

普通学級 特別支援 家庭 特別支援 家庭 特別支援 技術 特別支援 技術 特別支援

Ａ 246 9 1 1 1
Ｂ 284 9 1 1 1 2
Ｃ 235 9 0 1 1 2
Ｄ 284 9 2 1 1
Ｅ 312 9 3 1 1
Ｆ 252 9 2 1 1 2
Ｇ 268 9 2 1 1 2
Ｈ 236 9 2 0
Ｉ 252 9 3 1 1 2
Ｊ 231 9 1 1 1 2
Ｋ 242 9 1 1 1
Ｌ 252 9 2 1 1
Ｍ 230 9 1 1 1 2
Ｎ 246 9 2 1 1 2
Ｏ 308 9 2 0
Ｐ 278 9 2 1 1 2
Ｑ 261 9 2 1 1 1 3
合計 6 2 2 1 13 1 1 26

学校名 生徒数
学級数 家庭科正規教員 講師 技術科正規教員 講師

教員配置数

表2　栃木県の9学級の技術・家庭科教員の配置状
況（2017年）

教員配置数

普通学級 特別支援 家庭 特別支援 家庭 特別支援 技術 特別支援 技術 特別支援

Ａ 295 9 2 1 1 1 3
Ｂ 299 9 1 1 1 2
Ｃ 298 9 1 1 1 2
Ｄ 262 9 0 1 1 2
Ｅ 252 9 3 1 1
Ｆ 326 9 4 1 1
Ｇ 314 9 4 1 1 2
Ｈ 231 9 2 0
Ｉ 281 9 2 0
Ｊ 296 9 3 1 1
Ｋ 282 9 3 1 1
Ｌ 263 9 2 1 1 2
Ｍ 277 9 2 2 1 3
Ｎ 247 9 3 1 1 2
Ｏ 264 9 2 1 1
Ｐ 254 9 3 1 1 2
Ｑ 256 9 3 0
Ｒ 286 9 2 1 1
Ｓ 278 9 2 1 1
Ｔ 257 9 2 1 1 2
合計 10 2 2 14 1 29

学校名 生徒数
学級数 家庭科正規教員 講師 技術科正規教員 講師

4． 中学校家庭科担当教員「家庭科の授業」に関す
る意識調査

（1）アンケート調査
アンケート調査は、自記入、郵送による質問紙法
を用い、2017（平成29）年9月10日～ 10月2日に
実施した。
調査対象は、栃木県内生徒数300名前後で9学級
以下の中学校76校で家庭科を担当している教員と
した。76校中46校の回答、回収率は60.5％であった。

図7　教員種類別年齢構成割合

正規と免許外教員は比較的年齢層が高く、非常勤
講師は年齢が低かった。

図8　免許外教員の専門教科割合（n=26）

免許外で家庭科を担当している教員の専門教科
は、音楽が46％だった。保健体育が11％、国語が
11％の割合だった。数学を除く全教科にまたがって
いることがわかった（図8）。
免許外教員からは、以下のような意見があった。
〇免許状教員の85％が家庭科を教えることが難し
いと感じている。
〇全部の領域の学習が教えにくいと感じている。
〇特に「住居の機能と住まい方」を教えにくいと考
えている。
〇「題材に何を取り上げていいか」わからないと感
じている教員が多い。
〇「調理実習・被服製作とワークブックの穴埋めの
学習の割合」が高い。
〇時間数の確保の時間が取れない。
〇家庭科は専門ではないので教えるのが難しいと感
じている。
〇正規の家庭科の教諭が近隣に少なく、教科部会な
どにも実質あまり参加できない。
〇父子家庭、母子家庭の子に対してのデリケートな
部分があり教えにくい（家庭と家族関係）と感じ
ている。
〇専門的に学んでいないのに年2回の研修では、き
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ちんとした指導は難しいと感じている。
アンケート調査から、家庭科の目標である実践的・

体験的な活動がなされていないことがわかった。特
に、免許外教員は、教科書とワークを中心に授業を
進めていることがわかった。

（2）インタビュー調査
栃木県内の中学校で家庭科を担当している免許外

教員が「家庭科の授業」についてどのような意識を
もっているかを把握することを目的として、インタ
ビュー調査を行った。
インタビュー調査対象者は、表3のとおりである。

表3 インタビュー調査対象者
性別 年齢 教科

A 男性 40代 技術
B 女性 50代 国語
C 女性 30代 音楽
D 男性 30代 体育
E 女性 50代 体育

インタビュー調査は、2017（平成29）年9月1 ～
30日に行った。栃木県内生徒数300名前後で9学級
以下の中学校で家庭科を担当している免許外教員ま
たは、担当したことがある免許外教員にインタ
ビュー調査を行った。
栃木県内生徒数300名前後で9学級以下の中学校
で家庭科を担当している免許外教員または、家庭科
を担当したことがある免許外教員5名にインタ
ビュー調査を行った。
インタビュー調査から、免許外教員が家庭科を教
えることで悩んでいることがわかった。免許外教員
も2教科の授業準備と校務に追われ、教科の教員間
の情報交換や教材研究などもままならない現状であ
ることがわかった。
インタビューから免許外教員からの意見として以
下のようなことがあった。
○どこが授業のポイントかわからない。

〇どのように教えていいかわからない
〇授業の工夫をどのようにしていいかわからない。
○生徒が授業への意欲を考えることより、授業の内
容を教えることで精一杯である。
〇校務も有り、2教科分の授業準備の時間を取るこ
とが難しい。
○授業がすぐにできるプリントや展開例が欲しい。
○授業の流し方はできるが、どのように意欲を出せ
る題材を扱っていいのか、その題材をつかって何
を教えていいのかがわからないのでワークブック
をやることを中心に授業を進めている。

5． 実践力の育成プロセスを意識した指導計画と教
材開発

（1）実践力の育成プロセスを意識した指導計画
実践力の育成プロセスを意識するとは、生徒の基
礎の力を把握した上で、実践的・体験的な学習活動
を通し、生徒の試したい、挑戦したいことを段階的
に広げていきながら繰り返し学習することで家庭生
活力をつけていくことだととらえている。その力を
つけることで、これからの生活を展望して、課題を
もって生活をよりよくしようとする能力と態度を身
につけられると考えた。
アンケート調査やインタビュー調査等から出てき
た点を改善策として、特に免許外教員を対象に指導
計画・教材開発を行った。

（2）	実践力の育成プロセスを意識した指導計画と教
材のための実践試行
中学校家庭科における実践力の育成プロセスを意
識した指導計画と教材開発を行い提案した指導内
容・方法を考察するため、2017年12月1日、12月5
日の両日、M	中学校にて実践試行した。
「家庭科の実習は、作業工程が複雑で長い。実習
や実験は生徒を把握することが難しいのでやりにく
い」との免許外教員からの聞き取りから実習・実験
がスムーズにできるための方法を考えながら授業の
計画をした。
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免許外教員の授業実践の改善プロセス
免許外教員の授業実践の改善プロセス教材開発の指導内容・方法改善に向けてのプロセスを以下に示す。

①　インタビュー調査の実施（2017 年 9 月 30 日）

②　実践力の育成プロセスを意識した教材開発の協力を技術教員に電話依頼
（2017 年 10 月 5 日）

③　実践力の育成プロセスを意識した教材開発の協力を中学校に電話での依頼
対象校の年間指導計画と評価基準表を希望する

（2017 年 10 月 17 日）

④	 協力中学校の年間指導計画と評価基
準表が郵送届く（2017 年 10 月 25 日）

⑤　電話にて教材開発の協力、実施授業の学年、学習内容の検討（2017 年 10 月 26 日）

⑥　教材開発の協力、実施授業の学年、学習内容の打ち合わせⅠ（2017 年 11 月 3 日）

⑦　教材開発の協力、実施授業の学年、学習内容の打ち合わせⅡ（2017 年 11 月 23 日）

⑧　協力を中学校に研究の趣旨説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑨　授業者の授業イメージの聞き取り　　　　　　　　　　　　（2017 年 11 月 24 日）

⑩	 授業者への提案内容の検討
（2017 年 11 月 25 日）

⑪　教材開発の協力、実施授業の学年、学習内容の打ち合わせⅢ（2017 年 11 月 28 日）

⑫	 授業者からの教材に関する質問Ⅰ
（2017 年 11 月 28 日）

⑬　授業者へ教材に関して返信Ⅰ（2017 年 11 月 29 日）

⑭	 授業者からの教材に関する質問Ⅱ
（2017 年 11 月 29 日）

⑮　授業者へ教材に関して返信Ⅱ（2017 年 11 月 29 日）

⑯　実践力の育成プロセスを意識した教材開発の実践授業Ⅰ（2017 年 12 月 1 日）

⑰　実践授業Ⅰ後の授業者との授業改善のための打ち合わせ（2017 年 12 月 1 日）

⑱　授業者へ教材に関して返信Ⅲ（2017 年 12 月 4 日）
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⑲　実践力の育成プロセスを意識した教材開発の実践授業Ⅱ（2017 年 12 月 5 日）

⑳　実践力の育成プロセスを意識した教材開発の実践授業Ⅱ
授業者より「授業を終えて」（2017 年 12 月 5 日）

㉑　授業者からの教材に関する返信Ⅰ
　　（2017 年 12 月 8 日）

㉒　教材開発の指導内容・方法提案　指導案・作業プリント作成
図9　 免許外教員との授業実践改善プロセス

表4　実践授業Ⅰと実践授業Ⅱの違い
12月1日（金）　実践授業Ⅰ 12月5日（火）　実践授業Ⅱ

板書 本時の題目と工程を授業者が考えてものを板書した。 本時の題目のみ板書した。

配布資料 作業手順を入れ学習のねらいを除いたプリントのみ 作業手順を除き、学習のねらいを入れたプリント
作業工程表（各作業台1枚）

作業工程表 なし あり
ねらい 「肉について知ろう」 「加熱のしかたで味が変わることを知ろう」
指示 13回 3回

「B　食生活の自立」領域の「日常食の調理」の
学習内容から「肉の調理」を取り上げた。学習時間
を4時間扱いとした。肉の調理の1時間目に肉の性
質を学習するため、学習活動に「肉の性質を学ぶ実
験」を取り入れた授業を行った。作業工程の複雑さ
を生徒に伝えるための方法として、学習活動を可視
化するため色文字、吹き出し、矢印を意図的に使い
示した作業工程表（図3）を作成した。その作業工
程表は、各班に1枚ずつ配布した。授業者は、肉団
子のつくり方を師範したあと「作業工程表を見て進
めること」だけを指示した。作業はスムーズに進み、
肉の性質を学ぶ実験を終えた。
作業工程表なしで学習活動を行った実践授業Ⅰで
は、1時間の授業内に13回の教員から生徒に作業工
程についての指示が飛んだ。作業工程表を配布し学
習活動を行った実践授業Ⅱの2時間続きの授業では、
教員の指示は「作業工程表を見て進める」の指示を
入れて3回だけだった。
授業の活動で、教員や生徒が作業工程に振り回さ

れていては学びが深まらない。作業工程表の導入の
目的は生徒の学びを確保することにある。しかし、
作業を苦手としている教員に作業をさせることがで
きても生徒の学びを広げることが難しい。そこで学
習プリントの発問に、生徒の考えを導き出すための
段階的な補助発問を入れる必要がある。それは課題
を解決するときに、その実験や実習の活動の意味を
授業者や生徒が理解するために必要な学習プリント
でもある。

図10　実践授業Ⅱで活用した「作業工程表」
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（3）	実践力の育成プロセスを意識した指導計画と教
材開発の再提案
非常勤講師・新採教員や免許外教員に活用しても
らえる実践的活動の盛り込まれた教材を作成し再提
案を行った。
次の4つの項目について提案する。
①年間指導計画は、授業者が授業計画を立てやすい
ように学年ごとにわけ「小学生の学び・関連項目・
準備品」の項立てを加えた。

表6　年間指導計画の項立て

 

月
項

目
時 指　導　内　容 小学校の学び 関連項目 準　　　　備

通年

週１

時間

A(1)

ア
2

３年間で身につ

ける技能や知

識

小学校の学び

の確認

中学生まで成長を振り返ってプリント

3年間の学びの目標プリント

家庭分野ガイ

ダンス

C(1)

ア
1
衣服の役割と

はたらき

保健衛生上の

着方と生活活

動上の着方

小学生と中学生の

服の着装の違い
儀式や職業時の写真等（社会生活上の機能）

 

②題材検討表は、授業形態のイメージが付きやすい
ように年間指導計画の学習内容を基に「プリント・
ロールプレイング・実習、実験・演習・DVD写真」
の項目を新しく設けた。
③評価基準表は他教科でも使用していることもあり
現行のものに学年の学習内容がすぐわかるように色
別で示した。
④実習や実験の授業時は作業工程表を配布し生徒が
実践活動できるようにした。

6.まとめ
現在、中学校の技術・家庭科の家庭科領域を担当
者には、正規教員・非常勤講師・免許外教員がいる。
アンケート調査やインタビュー調査を実施し、担当
者は課題を抱えながら家庭科の授業を行っているこ
とがわかった。
免許外教員を対象に実践授業を計画し実践授業を
行った。作業工程表を使用することで授業を実施し
た。免許外教員が課題とした作業工程が複雑で実習
ができないことの解決はできた。実践授業を通して
わかった免許外教員の授業の問題点は、根本的な学
びを教えられないことである。調理実習は行うが「な
ぜ、この学習をするのか」の学びの説明をすること
ができていないことがわかった。
これらの課題の改善は免許外教員研修の充実がひ
とつの改善案だと考えている。この研究では、免許
外教員等が生徒に実践力を身につけさせるための授

業の教材・教具を考えた。免許外教員が領域ごとに
実習・実践の研修等で活用できる内容が必要である。
免許外教員の中には、実践的な体験ができる授業
を行いたいがやる方法がわからないとの「何を題材
に学習したらよいかわからない」という意見をもっ
たまま家庭科を指導している担当者が多いことがわ
かった。このことから偏った学習領域だけの履修や
未実施の領域があったままで学習が進められる可能
性があることが推測される。
このことを変えるためにも、食生活領域の調理実
習をするべきと考えられているような教材を各領域
でも示すことである。生徒に「実践的・体験的な活
動」の学びを全領域の学習内容で確実に学ばせる必
要性がある。そのためにも、は「実践的・体験的な
活動」を通しての学びの授業を行うための研修をす
る必要がある。
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